
江東区区民課会計年度任用職員設置要綱 

令和２年３月２５日 

３１江区区第６０１９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則（令和２

年３月江東区規則第２号。）に基づき、区民課で任用する会計年度任用職員

（以下「区民課会計年度任用職員」という。）の職の設置及びその取扱いに

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（職務） 

第２条 区民課会計年度任用職員の職名及び職務内容は、別表のとおりとする。 

（任用数） 

第３条 区民課会計年度任用職員の任用数は、別表のとおりとする。 

（任用） 

第４条 区民課会計年度任用職員は、別表に掲げる職務の遂行に必要な能力を

有する者のうちから、選考の上、区長が任用する。 

２ 任用にあたっての選考の方法は、別表のとおりとする。ただし、公募によ

らない再度の任用に当たっての選考の方法は、人事評価によるものとする。 

（任期） 

第５条 区民課会計年度任用職員の任用及び任期の更新に当たり、区民部区民

課長（以下「課長」という。）は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必

要かつ十分な任期を定めるものとする。 

２ 任命権者は、区民課会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合には、その

任期を更新することができる。 

（分限） 

第６条 区民課会計年度任用職員に対する分限は、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）及び江東区職員の分限に関する条例（昭和３０年４月江東

区条例第４号）の定めるところによる。 

（懲戒処分） 

第７条 区民課会計年度任用職員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び江東

区職員の懲戒に関する条例（昭和３０年４月江東区条例第５号）の定めると

ころによる。 



（服務） 

第８条 区民課会計年度任用職員の服務は、江東区職員服務規程（令和２年３

月江東区訓令甲第１号）の定めるところによる。 

（勤務時間等） 

第９条 区民課会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間数は、別表のとおり

とする。 

２ 課長は、翌月の勤務日を前月末までに定めるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、区民課会計年度任用職員の勤務時間等に関す

ることは、江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

（令和２年３月江東区規則第３号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」

という。）の定めるところによる。 

（休暇等） 

第１０条 区民課会計年度任用職員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規

則の定めるところによる。 

（職務に専念する義務の免除） 

第１１条 区民課会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除は、江

東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和３０年江東区条例

第６号）、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則（昭和５３年特別

区人事委員会規則第１４号）等の定めるところによる。 

（給与及び費用弁償） 

第１２条 区民課会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、江東区会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年１０月江東区条例第２９

号）及び江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

（令和２年３月江東区規則第４号）の定めるところによる。 

（公務災害補償等） 

第１３条 区民課会計年度任用職員に対する公務上の災害又は通勤による災害

に対する補償は、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）、特

別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年４月特別区人

事・厚生事務組合条例第８号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律

第５０号）の定めるところによる。 

（社会保険等） 



第１４条 区民課会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、健

康保険法（大正１１年法律第７０号）、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和

４９年法律第１１６号）の定めるところによる。 

（研修） 

第１５条 区民課会計年度任用職員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を

習得するための研修を実施する。 

（健康診断） 

第１６条 区民課会計年度任用職員の健康診断については、次に掲げる者のう

ち、第１４条の社会保険等に加入するものに対し、実施するものとする。 

(1) 区民課窓口支援員 

(2) 区民課窓口外国人住民支援員 

(3) 個人番号カード交付担当員 

（被服） 

第１７条 区民課会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服については、職務

実態に応じて措置する。 

（人事評価） 

第１８条 区民課会計年度任用職員の人事評価については、江東区職員人事評

価規程（平成１４年４月江東区訓令甲第１９号）の定めるところによる。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



別表（第２条、第３条、第４条、第９条関係） 

職名 職務内容 選考の方法 任用数 
勤務日数又は 

勤務時間数 

区民課

窓口支

援員 

(1) 受付等の区民

課窓口業務 

(2) その他区民課

窓口業務遂行に

関連する補助的

業務等 

(1) 経歴評定 

(2) 面接評定 

 

１０人 (1) 勤務日数 

１か月について

１６日 

(2) 勤務時間 

１日について７

時間４５分 

区民課

窓口外

国人住

民支援

員 

(1) 受付等の区民

課窓口業務 

(2) 通訳業務 

(3) その他区民課

窓口業務遂行に

関連する補助的

業務等 

(1) 経歴評定 

(2) 面接評定 

 

９人 (1) 勤務日数 

１か月について

１６日 

(2) 勤務時間 

１日について７

時間４５分 

個人番

号カー

ド交付

担当員 

(1) 個人番号カー

ド交付窓口業務 

(2) その他個人番

号カード交付窓

口業務遂行に関

連する補助的業

務等 

(1) 経歴評定 

(2) 面接評定 

 

３２人 (1) 勤務日数 

１か月について

１６日 

(2) 勤務時間 

１日について７

時間４５分 

 


